
「テレワーク先駆者百選」 募集実施要領 

 
１ 目的 

ICT を利用し、時間や場所を有効に活用できる柔軟な働き方であるテレワークは、子育

て世代やシニア世代、障がいのある方も含め、国民一人一人のライフステージや生活スタ

イルに合った柔軟な働き方を実現するものであり、少子高齢化の急速な進展による生産年

齢人口の減少が大きな社会的課題となる中、労働人口の確保と労働生産性の向上が必要不

可欠です。 

また、新型コロナウイルス感染症対策に関しては、多くの人が集まる場所での感染の危

険性を減らすことが重要であり、テレワークは、その有効な対策の一つであることからも

普及を更に促進していく必要があります。 

総務省では、テレワークの普及促進のため、先行事例の収集・表彰を行っています。平

成 27 年度から、テレワークの導入・活用を進めている企業・団体を「テレワーク先駆者」

とし、その中から十分な実績を持つ企業等を「テレワーク先駆者百選」として公表してい

ます。また、平成 28 年度には「テレワーク先駆者百選 総務大臣賞」を創設し、「テレワ

ーク先駆者百選」の中から特に優れた取組を表彰しています。今年度も、テレワークの更

なる裾野拡大に資する取組として、「テレワーク先駆者百選」等を募集いたします。 

 

２ 募集概要 

(1) 募集対象者 

テレワーク（在宅勤務、モバイルワーク（外出先での勤務）、サテライトオフィス勤務）

が就業規則等に定められている企業・団体（民間企業（株式会社、合名会社、合資会社、

合同会社等）、特定非営利活動法人）、都道府県・市町村等の地方公共団体及びそれに準

ずる団体）。 

なお、応募時点までの過去１年間において、労働関連法令等に関して重大な違反がな

いことを要します。また、暴力団、暴力団員、右翼団体、その他これに準ずる者（以下、

「反社会的勢力等」という。）、又は資金提供その他を通じて反社会的勢力等の維持、運

営、経営に協力もしくは関与する等、反社会的勢力等との何らかの交流、関与を行って

いると判断される方並びに公序良俗に反する事業を行っている方のご応募はお断りい

たします。 

 

(2) 応募方法 

様式１、様式２、様式３に必要事項を記入して、「(3) 提出先」から提出してくださ

い。既に「テレワーク先駆者百選」として公表されている団体も、すべての様式の提出

が必要です。 

 

(3) 提出先 

 テレワーク先駆者百選事務局（以下、「事務局」という。） 

 ※募集開始日に https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/telework/に掲載

いたします。 

 

(4) 募集期間 

令和３年９月 17 日（金）～令和３年 10 月 12 日（火）【必着】 

 

(5) 審査等 

別添２ 



  ア 審査方法 

  「テレワーク先駆者」及び「テレワーク先駆者百選」については、審査基準をもとに、

事務局にて審査を行います。「テレワーク先駆者百選 総務大臣賞」については、「テレ

ワーク先駆者百選」選定企業の中から、特に優れた取組をしている企業を外部有識者等

による審査会にて選定し、その結果を踏まえて決定します。 

（審査項目） 

①制度対応：テレワークによる勤務が就業規則等の本則や細則等に定められていること 

②実績：従業員が実際にテレワークを行った十分かつ定期的な実績があること 

③その他：労働関連法令等への対応、テレワークによる経営面での成果、ICT の利活用、

地方創生等 

 

 イ その他 

 必要に応じて事務局によるヒアリング調査等へのご協力をお願いすることがありま

す。 

 審査に関する問合せは一切応じられません。なお、審査結果は公表をもって代えさ

せていただきます。 

 お送りいただいた応募書類等は返却いたしませんのでご注意ください。 

 提出いただいた書類は、審査に限定して使用します。審査にあたっては、事務局の

厳正な管理の下、総務省及び事務局にて情報を共有します。予めご了承ください。 

 

(6) 審査結果の公表 

  令和３年 11 月頃に総務省ホームページ等で公表する予定です。「テレワーク先駆者百選 

総務大臣賞」に選定された団体は、令和３年 11 月 30 日（火）に開催予定の表彰式にて表

彰を行う予定です。なお、表彰式は厚生労働大臣表彰「輝くテレワーク賞」の表彰式と合

同で開催する予定です。 

 

(7) マークの付与 

  「テレワーク先駆者百選」選定企業には、総務省から「テレワーク先駆者百選」に選定

されたことを示すロゴマークを付与して、名刺等で利用できることとします。 

 

(8) その他 

 応募のための一切の費用は、応募者の負担とします。 

 公表団体の取組は、全国へ優良事例として紹介していくため、広報・PR 活動、各種

イベント等へのご協力をお願いする場合がありますので、予めご了承ください。 

 応募資料に虚偽又は公表後に選定事例としてふさわしくない行為があったと認めら

れた場合には、選定の取り消し等を行う場合があります。 

 

(9) 問合せ先 

本募集に関する問合せは、上記の事務局宛てにご連絡ください。 


